
受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

現場代理人及

び主任技術者

等通知書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別 紙 



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

変更届 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

受注者の押印を

省略することが

可能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

（法人の場合は

名称及び代表者

の氏名※）を追

加 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

前払金等請求

確認書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印省略時に記

載する（都職員

使用欄）を削除 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

前払金請求書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「債主登録番

号」を追記し、記

載例との整合を

図る。 

 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

建設業退職金

共済制度加入

届 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印省略時に記

載する（都職員

使用欄）を削除 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

施工体制台帳 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京都下水道

局工事施行適正

化推進要綱の解

説（令和６年４

月）」と整合を図

る。 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

施工体制台帳 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本様式以外を使

用することも可

能とする。 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

保管証書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管人及び連帯

保証人の押印を

省略することが

可能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

（請求・通知・

報告・協議）書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

承諾書 

様式 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

現場代理人及

び主任技術者

等通知書 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

変更届 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

受注者の押印を

省略することが

可能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

（法人の場合は

名称及び代表者

の氏名※）を追

加 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

前払金等請求

確認書 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印省略時に記

載する（都職員

使用欄）を削除 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

建設業退職金

共済制度加入

届 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印省略時に記

載する（都職員

使用欄）を削除 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

建設業退職金

共済制度加入

届 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京都下水道

局工事施行適正

化推進要綱の解

説（令和６年４

月）」と整合を図

る。 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

建設業退職金

共済制度加入

届 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京都下水道

局工事施行適正

化推進要綱の解

説（令和６年４

月）」と整合を図

る。 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

建設業退職金

共済制度加入

届 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管人及び連帯

保証人の押印を

省略することが

可能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

（請求・通知・

報告・協議）書 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

  



受注者等提出書類基準（東京都下水道局） 読み替え新旧対照表（令和 6年 8月 1日から適用） 

書類名称 現 行 読み替え後（赤字：変更箇所） 備 考 

承諾書 

記載例 

  

 

 

 

 

 

 

「統一様式」の

改定に伴い、受

注者の押印を省

略することが可

能。 

押印を省略する

場合は、事務担

当者欄の記入が

必要（押印する

場合は事務担当

者欄の記入不

要） 

 

 


